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第１ 令和２年度環境局決算の概要 

 
１．総括 

本市は、全国に先駆けた昭和47年の「人間環境都市宣言」以来、環境問題を市

政の重点施策のひとつとして取り組んできたが、地球温暖化に伴う気候変動の

影響の顕在化やエネルギー状況の変化、人口減少・超高齢社会の進展やライフス

タイルの多様化、プラスチック廃棄物に対する世界的な関心の高まり、外来種に

よる生態系等への影響など、本市の環境行政を取り巻く情勢は大きく変化して

いる。特に、令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

これまで経験したことのない課題への対応が求められてきた。 

このような中、公衆衛生・市民生活の安定確保を図るうえで必要不可欠となる

廃棄物の収集・運搬・処理業務を継続し、市民の暮らしを守ってきた。また、市

民・事業者・行政などすべての主体の協働と参画のもと、「自然と太陽のめぐみ

を未来につなぐまち・神戸」を目指し、「二酸化炭素の排出が少ないくらしと社

会」、「資源を有効活用し、ごみができるだけ発生しないくらしと社会」、「生物が

多様で、自然のめぐみが豊かなくらしと社会」、「安全・安心で快適な生活環境の

あるくらしと社会」の実現に向け、ＩＣＴなどの新たな技術も取り入れながら、

多様なエネルギーの活用や省エネルギーの推進、ごみの減量や資源化の促進、神

戸の豊かな自然環境や健全で快適な都市環境の保全などに取り組んだ。 

今後とも、これらの取り組みを着実に進め、先人が育んできた神戸の豊かで美

しい自然環境を次世代につなげていくとともに、ＳＤＧｓに係る取り組みの進

展に寄与し、選ばれる都市の実現に向けて取り組んでいく。 

 
 

２．主要事業の概要及び成果 

（１）再生可能エネルギー導入促進など地球温暖化防止施策の推進 

  ○クリーンエネルギー自動車普及促進事業  4,441 千円 

 燃料電池自動車（ＦＣＶ）など、クリーンエネルギー自動車の普及促進を目的に、

災害による停電時に電動車（燃料電池自動車や電気自動車等）から天井照明等への

外部給電（神戸モデル）を行うための施設改修費等に対する補助を新たに実施した。

また、県と協調してＦＣＶ導入経費の一部に対する補助を行った。 
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○家庭用蓄電池普及事業  13,340 千円 

   固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）の買取期間（10 年間）が順次終了していること

から、売電から自家消費への切り替えを促し、太陽光発電システムの継続利用と普

及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムと接続する家庭用蓄電池を導入する

場合に、導入経費の一部に対する補助を行った。 

 

○家庭用燃料電池（エネファーム）普及事業  29,520 千円 

    都市ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を使って発電し、発熱した熱を給

湯に有効利用することでエネルギーの使用量を大幅に削減する家庭用燃料電池(エ

ネファーム)について、導入経費の一部に対する補助を行った。 

 

〇みんなで進めるエコなまちづくり事業  3,733 千円 

   コンビニにおけるマイバッグの利用や電気・ガス使用量の報告等のエコアクショ

ンを実践していただいた市民に対して、スマートフォンアプリ「イイことぐるぐる」

のポイントを提供することにより、市民の環境行動の促進を図った。 

 

 

（２）時代の変化に対応したごみ出しの取り組みの推進  153,760 千円 

高齢者・障がい者等への支援として、ひまわり収集の要件を緩和し、事業者との

連携による見守りを含めた公助によるごみ出し支援を拡大した。 
また、穴あけ時の発火事故の危険性があるカセットボンベ・スプレー缶について、

市民の安全確保の観点から、穴を開けずにクリーンステーションへ排出する方法に

変更した。 
さらに、入国間もない外国人留学生等へごみ出しルール周知を図るため、外国人

留学生と日本人学生が協働し、母国とのごみ出し事情や、文化慣習の違いを踏まえ

たごみ出しルールの啓発チラシを作成し、外国人コミュニティのＳＮＳ等も活用し

て情報を発信するなど、ごみ出しルールの浸透に取り組んだ。 
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（３）プラスチックごみ問題の解決に向けた取り組み  8,126 千円 

世界的な問題となっているプラスチックごみ問題の解決に向けて、レジ袋有料化

の義務化にあわせたマイバッグの利用啓発やマイボトルの利用促進など、産学官の

連携による市民に向けた普及・啓発を重点的に実施した。 
また、市民から集めた使用済みペットボトルキャップなどを再生利用した素材を

使用し、環境配慮型の指定ごみ袋の製造・販売を行う実証実験を行うとともに、大

規模なクリーン作戦において、バイオマスプラスチック素材を用いたクリーン作戦

専用ごみ袋を導入した。 
さらに、市内の学生や漁業協同組合等との連携による海洋プラスチックごみ問題

に関する動画の作成や、市内の学生が須磨海岸で採取した海洋プラスチックごみを

活用して制作したエコアートの展示等を通じて、プラスチックごみ問題についての

市民啓発を行った。 
 
 

（４）「ＫＯＢＥ ストップ ｔｈｅ 食品ロス」運動  8,102千円 
食品ロス削減の更なる市民の意識の醸成を図り、実際の削減行動へ結びつけてい

くため、「神戸市食品ロス削減アクションメニュー」を改訂するとともに、市内のフ

ードバンク機能の維持確保及び拡充を図るため、フードバンク活動団体に対する助

成金制度を新たに創設した。 
 また、民間事業者と連携し、小売店舗等におけるフードドライブ、食品ロス削減

協力店制度及び新しい購買行動「てまえどり」の普及・啓発を実施した。 
 

 

（５）資源集団回収活動の支援  87,896 千円 

市民・地域団体主体のリサイクル活動の促進を図るため、古紙などの資源集団回

収を実施している地域団体に対する助成を引き続き行うとともに、資源集団回収へ

の出しやすさを改善するため、常設保管庫の設置助成を継続して実施した。 

 

 

（６）西クリーンセンター延命化事業  1,495,927 千円 

稼動後26年が経過する西クリーンセンターについて、通常25年間程度の稼動期間

を15年間延長して約40年の稼動を目指す長寿命化計画に基づき、焼却施設や焼却ガ

ス冷却設備、排ガス処理設備等を部分更新する延命化工事を行った（工事期間：平

成30年～令和３年）。 
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（７）生物多様性保全活動の推進  45,655千円 

  「神戸市生物多様性の保全に関する条例」に基づき、ニホンイシガメの保全に向け

た調査など希少動植物種の保全、ニホンジカの進入・定着防止策を検討するためのＩ

ＣＴ機器等を活用した生息状況調査及びアライグマの防除手法の検討など有害鳥獣

や外来種による生態系等に係る被害の防止、不耕作地や放置竹林の管理・活用などの

農業政策と環境政策を融合させた施策など市民等との協働による生物多様性保全活

動の活性化など、自然共生社会の実現に向けた取り組みを推進した。 

 

 

（８）太陽光発電施設の適正な設置および維持管理の確保  461 千円 

「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を改正し、施

設設置の許可申請又は届出や地域住民等への説明に加えて、大規模施設の設置につ

いて、施設の廃棄等費用の事前積立や、残置森林割合の大幅な引き上げ、損害賠償

責任保険への加入等を新たに義務付け、提出された許可申請について、基準への適

合性等の審査を実施するなど、安全性・信頼性を高める取り組みを強化した。 
 

 

（９）不法投棄及び無許可の土砂搬入等の防止  8,276 千円 

土砂埋立行為について、不適正な処理による災害の発生を未然に防止するととも

に、生活環境及び自然環境の保全を図り、市民の安全を確保することを目的として、

「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」を制定した。ま

た、無許可の土砂搬入等を防止するため、ドローンを活用した上空監視や展開検査

を実施した。 
不法投棄については、引き続き現場調査を実施するとともに、不法投棄が多く発

生する地域等において、新たに不法投棄防止カメラを設置し監視を強化した。 
 

 

（10）合併処理浄化槽の整備  17,530 千円 

生活排水処理基本計画に基づき、市街化調整区域において、公共下水道又は農業

集落排水処理施設の整備が困難な区域を対象に、生活排水処理に資する50人槽以下

の合併処理浄化槽整備費の一部を補助することで、生活環境の保全を図った。 

また、六甲山・摩耶山の活性化及び生活環境の保全のため、令和２年度より、中・

大型の合併処理浄化槽に対する補助制度を拡充した。 
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（11）路上喫煙・ぽい捨て防止  32,494千円 

「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」により、市内全域でぽい捨て

を禁止し、路上喫煙をしない努力義務を課すとともに、特に環境の美化を推進する必

要がある区域を「ぽい捨て防止重点区域」に指定しており、地域の美化推進団体との

協働による取り組みを進めた。 

特に路上喫煙による被害が発生する恐れがあり、施策の啓発効果、PR 効果が高い

地域については、「路上喫煙禁止地区」に指定し、路上喫煙防止指導員が違反者から

千円の過料を徴収して喫煙マナーの徹底を図っており、令和２年度は JR 三宮駅北口

周辺を「路上喫煙禁止地区」として追加指定した。                               
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〇ごみ処理                              （単位：ｔ） 

総 量 

収 集 量 処 理 量 

家庭系 

事業系 焼 却 埋 立 資源化 
燃える 

ご み 

燃えない 

ご み 
大型ごみ 資源ごみ 

477,301 249,326 16,057 6,600 28,530 176,788 436,934 17,926 26,166 

 （注）資源ごみは、缶・びん・ペットボトルと容器包装プラスチック 

 

 

〇し尿処理            （単位：キロリットル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 量 

（処理量） 

し  尿 浄化槽汚泥 

そ の 他 家庭系 事業系 

19,018 1,538 766 16,714 
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（参考）都市整備等基金による土地の先行取得状況 

 

事業名（用途） 
令和 3年 3 月 31 日現在残額 

令和 2 年度末時点時点 
の利用状況 

買戻し予定  

面積 ｍ２ 
（金利額） 外書 

金額 円 

東灘事業所 267.36 
（32,387,568） 

118,366,307 
東灘事業所として使用 

令和 17年度買戻し 
完了予定 
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